
制度全般に関する質問 

Q 助成金は何回まで申請できますか？ 

 

A 助成対象者は同一年度内に本要綱による助成金を受けていない方が対象となります。 

  そのため原則年度内に申請可能な回数は 1 回となります。 

   また本助成制度の交付回数は 5 回を限度としております。 

 

Q 他自治体等の補助金・助成金と重複してもらうことは可能ですか？ 

 

A 助成対象者は、同一の経費区分について助成を受けていない方が対象となります。 

  経費区分が重複していなければ申請を頂くことが可能です。例えば国際見本市等に出展

する事業について、他自治体等へは旅費に関する申請、本市へは輸送費に関する申請を

していただく等により申請が可能です。 

 

輸出に係る経費 

（１） 国際見本市等に出展する経費（海外向けオンラインによる出展も含む） 

 

Q 国内で行われる国際見本市等は対象となるか？ 

 

A 対象になりません。海外で開催される見本市、展示会、商談会等で商品見本、カタログ、

パネル等展示を伴うものを対象としております。 

 

Q 海外で行われる単独の商談は対象となるか？ 

 

A 単独商談は対象外になります。 

 

（２） 初年度輸出に係る経費 

 

Q 初年度の定義を教えてください。 

 

A 事業の海外展開において、初めての“国”に対して輸出を行う場合や、初めての“もの”を 

輸出する際の年度を初年度としております。例えば、1 年目にタイへ輸出を行い、2 年 

目に台湾に輸出を行う場合、どちらも申請可能となります。 

 

輸入（初回サンプルの輸入）に係る経費 

Q サンプルとして使用後に販売を行ってもよいか。 

 

A 販売の用に供するものは対象外となります。 


